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香芝市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

香芝市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「として、」の次に「議会における会派及び」を加える。 

 第１１条を第１６条とする。 

 第１０条第１項中「第６条第１項」を「第１０条第１項」に改め、同条を第

１４条とする。 

 第９条第１項中「第３条」を「第６条」に改め、同条第２項中「いるときは、

」の次に「会派又は」を加え、同条を第１３条とする。 

 第８条中「受けた」の次に「会派の代表者及び」を加え、同条を第１２条と

する。 

 第７条中「経由して」の次に「会派の代表者又は」を加え、同条を第１１条

とする。 

 第６条第１項中「受けた」の次に「会派の経理責任者及び」を加え、同条第

２項中「受けた」の次に「会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた」を、

「かかわらず、」の次に「当該会派の経理責任者であった者又は議員であった

者は、解散の日又は」を加え、同条第４項中「議員」を「会派の経理責任者及

び議員」に改め、同条を第１０条とする。 

 第５条第１項中「政務活動費は、」の次に「会派及び」を加え、同条を第８

条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （経理責任者） 

第９条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。こ 

の場合において、会派の代表者が経理責任者となることを妨げない。 

 第４条中「係る」の次に「会派及び」を、「経由して」の次に「会派の代表

者及び」を加え、同条を第７条とする。 

 第３条第１項中「とする」の次に「会派の代表者及び」を加え、同条第２項

中「おいて」の次に「新たに結成された会派の代表者又は」を加え、同条を第

６条とする。 

 第２条の見出しを「（議員に対して交付する政務活動費）」に改め、同条第

１項を削り、同条第２項中「政務活動費」を「議員に対する政務活動費」に、

「各月１日（以下「基準日」という。）」を「基準日」に改め、同項を同条第

１項とし、同条第３項を同条第２項とし、同条第４項を同条第３項とし、同条

を第４条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （会派の届出） 

第５条 会派の代表者は、会派を結成したときは、速やかに別に定める様式に 



より議長を経由して市長に届けなければならない。届け出た事項に異動が生 

じたときも同様とする。 

 第１条の次に次の２条を加える。 

 （交付対象） 

第２条 政務活動費は、香芝市議会（以下「議会」という。）における会派（ 

以下「会派」という。）及び議員の職にある者（以下「議員」という。）に

対して交付する。 

 （会派に対して交付する政務活動費） 

第３条 会派に対する政務活動費は、各月１日（以下「基準日」という。）に 

おける当該会派の所属議員の数に月額２０，０００円を乗じて、交付対象と 

なった月から当該年度の３月３１日までを範囲として算定した額を上限とし 

て交付する。 

２ 年度途中において、新たに会派が結成されたときは、結成された日の属す 

る月の翌月（その日が基準日の場合は当月）分以降の政務活動費を交付する。 

３ 基準日において、議員に任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は所 

属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第１項の所属議員に含まない 

ものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は 

交付しない。 

４ 年度途中において、政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、会 

派は、解散の日の属する月の翌月分（その日が基準日に当たる場合は、当月 

分）以降の政務活動費を返還しなければならない。 

５ 会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うこと 

ができない。 

 別表中「第５条」を「第８条」に、「議員が」を「会派又は議員が」に改め、

「開催する研修会」の次に「への議員又は会派の所属議員及び会派の雇用する

職員」を、「への議員」の次に「又は会派として」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和３年１０月１日から施行する。 


